
令和 5年 4月 15日 

 

保護者様 

                                       金光藤蔭高等学校 

総務部奨学金担当 

 

令和 5年度大阪府育英会奨学生（返還義務あり）募集要項 

 

資格 

（１）保護者（税法上の扶養者）が大阪府内に住所を有すること。 

（２）保護者の令和 4年度の市町村民税所得判定額（保護者合算）が下記の 

市町村民税所得判定額等の条件を満たす方。 

  

 市町村民税所得判定額 347,100円未満（年収めやす 1000万円未満） 

 

※年収の目安は、4人世帯（父母、高校生 1人、中学生 1人）の場合の一例です。 

  実際の額は、家族構成（扶養状況）等により異なります。 

奨学金 
 7月 10日（月）に最初の振込があります。 

 奨学金は、貸付年額に応じて年 1回～3回に分けて振り込みます。 

出願方法 

① 4月 25日（火）までに下の学内申請書を担任の先生に提出する 

      ⇓ 

② 担任の先生から奨学金申込書類を受け取る。 

         ⇓ 

③ 5月10日（水）までに添付書類を付けて奨学金申込書類を担任の先生に提出 

する。※期限を過ぎますと、申請手続きができません。ご注意ください。 

注意 

① 奨学金は申請したら必ず給付されるとは限りません。御了承ください。 

② １年生で予約奨学生の書類を本校に提出した人は、改めて申請をする 

必要はありません。 

③ ２・３年生ですでに大阪府育英会の奨学生の人は、改めて申請をする 

必要はありません。 

 

切り取り線  

 
 

大阪府育英会奨学生学内申請書 
                 4月 25日（火）締め切り 
 

 （ ）年（ ）組（ ）番 名前（            ） 


